
〔別紙１〕※４ 

随意契約理由書 

神戸市 

 件     名 王子南公園仮設クラブハウス（一般型）借上 

 契 約 業 者 名 大和リース株式会社 神戸支店 

 随意契約の理由 

 

 地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号及び第６号に該当 

     

 

王子南公園クラブハウスの建替工事に伴い、上記業者より王子南公園仮設クラブハウス

（一般型）を借上げているが、王子南公園クラブハウス建替工事の工期が令和８年５月に

延長されたことにより、仮設クラブハウスの借り上げ期間についても令和８年６月まで必

要となった。王子南公園には当該業者の設置した仮設クラブハウスがすでに設置されてお

り、別業者で行うことは休止期間なしには不可能である。また、すでに借上げしているク

ラブハウスをそのまま使用することで、新たな仮設クラブハウス建設費及び既設クラブハ

ウスの撤去・解体に伴う工事費用や工事期間が不要となる。よって、競争入札と比べ効率

的かつ有利に仮設クラブハウスの契約を締結できるため、上記業者と随意契約を行うもの

である。 

担当部署 

（問合せ先） 

文化スポーツ局スポーツ企画課施設運営ライン 

担当 角村 （電話番号―７８－３２２－５０２７） 
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